
現行 
赤字：改正する箇所 

阿賀野市最低制限価格制度実施要綱 

平成２８年３月２４日 

告示第５５号 

阿賀野市最低制限価格制度実施要綱（平成２２年告示第３７号）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が発注する建設工事並びに測量業務、建築関係の建設コンサ

ルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コ

ンサルタント業務（以下「建設コンサルタント等の業務」という。）の請負契約に

係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）における最低制

限価格制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「最低制限価格制度」とは、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の１０第２項（同令第１６

７条の１３の規定により準用する場合を含む。）の規定に基づき、競争入札の予定

価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準を設定し、落札者を決定する制度

をいう。 

（対象となる競争入札） 

第３条 最低制限価格制度の実施対象は、市が発注する建設工事の請負契約に係る競

争入札で予定価格が１，０００万円以上のもの及び市が発注する建設コンサルタン

ト等の業務の請負契約に係る競争入札で予定価格が１００万円以上のものとする。

ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。 

（入札書比較最低制限価格の算定） 

第４条 最低制限価格を算出するために、入札書比較最低制限価格（以下「比較最低

制限価格」という。）を算出する。 

２ 建設工事に係る競争入札の比較最低制限価格は、次のいずれかに該当する額とす

る。 

(1) 当該建設工事に係る次に掲げる額の合計額。ただし、その額が予定価格に１０

８分の１００を乗じて得た額（以下「比較予定価格」という。）に１００分の９

０を乗じて得た額を超える場合は比較予定価格に１００分の９０を乗じて得た額

とし、比較予定価格に１００分の７０を乗じて得た額に満たない場合は比較予定

価格に１００分の７０を乗じて得た額とする。 

ア 直接工事費の額に１００分の９５を乗じて得た額  

イ 共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

ウ 現場管理費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

エ 一般管理費の額に１００分の５５を乗じて得た額 



(2) 工事の性質上前号の規定により難いものについては、同号の規定にかかわら

ず、比較予定価格に１００分の７０を乗じて得た額から比較予定価格に１００分

の９０を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額 

３ 建設コンサルタント等の業務に係る競争入札の比較最低制限価格は、次のいずれ

かに該当する額とする。 

(1) 当該建設コンサルタント等の業務に係る競争入札の最低制限価格は、別表の業

種区分ごとに、同表①から④までに掲げる額の合計額。ただし、その額が比較予

定価格に１００分の９０を乗じた額を超える場合は比較予定価格の１００分の９

０とし、比較予定価格に１００分の７０を乗じた額に満たない場合は比較予定価

格の１００分の７０とする。 

(2) 業務の性質上前号の規定により難いものについては、同号の規定にかかわら

ず、比較予定価格に１００分の７０を乗じて得た額から比較予定価格に１００分

の９０を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額 

４ 第２項及び第３項の場合において、比較最低制限価格が１億円未満となった場合

で１万円未満に端数があるときは、これを切り上げ、比較最低制限価格が１億円以

上となった場合で１０万円未満に端数があるときは、これを切り上げるものとす

る。 

（最低制限価格の算定方法等） 

第５条 最低制限価格は、比較最低制限価格に１００分の１０８を乗じて得た額とす

る。 

（入札参加者への周知） 

第６条 最低制限価格を設定したときは、当該競争入札の公告又は通知書に次に掲げ

る事項を入札条件として記載し、入札参加者へ周知するものとする。 

(1) 最低制限価格制度を適用すること。 

(2) 最低制限価格を下回った入札をした者は、落札者とならないこと。 

(3) 最低制限価格を下回った入札をした者は、当該対象入札に係る落札者がいない

場合における再度の入札に参加できないこと。 

（競争入札の執行） 

第７条 入札執行者は、入札の結果、最低制限価格を下回る価格で入札が行われた場

合は、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札の失格を告げるもの

とする。 

２ 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て入札をした者がいるときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入

札をした者を落札者とする。 

３ 第１項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をも

って入札をした者がいないときは、入札執行者は、再度入札をすることができるも



のとする。この場合において、最低制限価格を下回った入札をした者は、再度入札

に参加させないものとする。 

（最低制限価格の対象外） 

第８条 市長は、最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価

格を設定しないことができる。 

（補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項

は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則(平成２８年告示第１４８号) 

この告示は、平成２８年８月１日から施行する。 

 

 

 



別表（第４条関係） 

業種区分 ① ② ③ ④ 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に100

分の45を乗じて

得た額 

― 

建築関係の建設

コンサルタント

業務 

直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の

額に100分の60を

乗じて得た額 

諸経費の額に100

分の60を乗じて

得た額 

土木関係の建設

コンサルタント

業務 

直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額

に100分の90を乗

じて得た額 

一般管理費等の

額に100分の45を

乗じて得た額 

地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額

に100分の90を乗

じて得た額 

解析等調査業務

費の額に100分の

80を乗じて得た

額 

諸経費の額に100

分の45を乗じて

得た額 

補償関係コンサ

ルタント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額

に100分の90を乗

じて得た額 

一般管理費等の

額に100分の45を

乗じて得た額 

 

  



現行 
赤字：改正する箇所 

阿賀野市低入札価格調査制度実施要綱 

 

平成２２年３月１６日 

告示第３６号 

改正 平成２４年３月１９日告示第３２号 

平成２５年３月２５日告示第６５号 

平成２５年７月１６日告示第１５３号 

平成２６年１月２９日告示第１２号 

平成２６年１２月１９日告示第１９９号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）

により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の１０第１項（施行令第１

６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定に基づき、予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、他の者をもって落札者とするこ

とがあるものとして競争入札を行う場合に実施する調査（以下「低入札価格調査」とい

う。）について定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 市算定直接工事費 工事の予定価格算出の基礎となった直接工事費をいう。 

(2) 市算定共通仮設費 工事の予定価格算出の基礎となった共通仮設費（二次労務費

等共通仮設費に相当するものを含む。）をいう。 

(3) 市算定現場管理費 工事の予定価格算出の基礎となった現場管理費（現場経費、

工場管理費、据付間接費等現場管理費に相当するものを含む。） 

(4) 市算定一般管理費 工事の予定価格算出の基礎となった一般管理費をいう。 

（対象となる建設工事） 

第３条 この告示の対象となる建設工事は、予定価格が１億円以上のものとする。ただ

し、市長が別に定めるものについては、この限りでない。 

（低入札調査準備価格の算定方法等） 

第４条 建設工事の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基準価格」

という。）を算定するために、あらかじめ低入札調査準備価格（以下「調査準備価格」

という。）を算定する。 

２ 調査準備価格は、次のいずれかに掲げる額とする。 

(1) 当該建設工事に係る次に掲げる合計額（ただし、その額が予定価格に１０８分の



１００を乗じて得た額（以下「比較予定価格」という。）に１０分の９を乗じて得た

額を超える場合にあっては比較予定価格に１０分の９を乗じて得た額とし、比較予定

価格に１０分の７を乗じて得た額に満たない場合にあっては比較予定価格に１０分の

７を乗じて得た額とする。） 

ア 市算定直接工事費の額に１０分の９．５を乗じて得た額 

イ 市算定共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

ウ 市算定現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

エ 市算定一般管理費の額に１０分の５．５を乗じて得た額 

(2) 工事等の性質上前号の規定により難いものについては、同号の規定にかかわら

ず、比較予定価格に１０分の７を乗じて得た額から比較予定価格に１０分の９を乗じ

て得た額の範囲内で市長が定める額 

３ 前項の場合において、調査準備価格が１億円未満となった場合で１万円未満に端数が

あるときは、これを切り上げ、調査準備価格が１億円以上となった場合で１０万円未満

に端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

（調査基準価格の算定方法） 

第５条 調査基準価格は、調査準備価格に１００分の１０８を乗じて得た額とする。 

（入札参加者への周知） 

第６条 低入札価格調査の対象建設工事に係る競争入札を行おうとする場合は、競争入札

の公告又は通知書に次に掲げる事項を入札条件として記載し、入札参加者へ周知するも

のとする。 

(1) 低入札価格調査制度を適用すること。 

(2) 調査基準価格を下回り最低の価格をもって入札をした者（以下「最低価格入札

者」という。）は、市が指定した日時に、低入札価格調査に必要な書類を提出し、低

入札価格調査に応じなければならないこと。 

(3) 最低価格入札者については、調査を行った上で落札者とするか否かを決定するこ

と。 

(4) 最低価格入札者は、調査の結果により落札者とならない場合があること。 

（競争入札の執行） 

第７条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合

は、落札者及び落札候補者の決定を保留し、落札者を後日決定する旨を告げて入札を終

了するものとする。 

（低入札価格調査の実施） 

第８条 前条に該当するときは、次に掲げる各号に該当するか否かの調査を行い、そのい

ずれも満たすものでないときは、最低価格入札者を失格とするものとする。 

(1) 入札内訳書の直接工事費は、市算定直接工事費に１０分の８．５を乗じて得た額

以上であること。 



(2) 入札内訳書の共通仮設費は、市算定共通仮設費に１０分の８を乗じて得た額以上

であること。 

(3) 入札内訳書の現場管理費は、市算定現場管理費に１０分の８を乗じて得た額以上

であること。 

(4) 入札内訳書の一般管理費は、市算定一般管理費に１０分の４．５を乗じて得た額

以上であること。 

２ 入札執行者は、最低価格入札者が前項に該当しなかったときは、当該建設工事に係る

担当課長（以下「契約担当課長」という。）とともに、低入札価格調査を行うものと

し、最低価格入札者は、契約担当課長が指定する日までに、次に掲げる資料を提出しな

ければならない。 

(1) 当該価格で入札した理由 

(2) 契約対象工事の実施場所付近における手持工事の状況 

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況 

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の地理的関係 

(5) 手持資材の状況 

(6) 資材購入先及び入札者との関係 

(7) 手持機械数の状況 

(8) 労務者の具体的供給の見通し 

(9) 過去に施工した公共工事の工事名及び発注者 

(10) 経営状況について 

(11) その他必要な事項 

（契約審査委員会の設置及び調査結果の報告） 

第９条 前条の調査結果について審査を行うため、阿賀野市契約審査委員会（以下「委員

会」という。）を設置するものとし、入札執行者は、低入札価格調査の結果及び意見を

記載した書面を作成し、関係資料を添付して委員会に報告しなければならない。 

２ 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。 

(1) 委員長 副市長 

(2) 委員長代理 総務部長 

(3) 委員 産業建設部長、民生部長、管財課長、建設課長、上下水道局長及び委員長

が特に必要と認めた者 

３ 委員長が会議に出席できないときは、委員長代理がその職務を代行するものとする。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができるも

のとする。 

５ 委員会の会議は、公開しないものとする。 

６ 委員会の庶務は、管財課において処理するものとする。 

 



（契約審査委員会による審議） 

第１０条 委員会の委員長は、入札執行者から前条第１項の報告を受けたときは、速やか

に委員会を招集し審議を行い、最低価格入札者を落札者とするか否かを決定するものと

する。ただし、委員会を開催する暇がないと認めるときは、これを専決することができ

るものとする。 

（落札結果の通知等） 

第１１条 前条の審議の結果、最低価格入札者を落札者とする場合は、入札執行者は、最

低価格入札者に対して、その旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては最低

価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。 

２ 前条の審議の結果、最低価格入札者を落札者としない場合は、入札執行者は、予定価

格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札した

者（以下「次順位者」という。）を落札者と決定する。だだし、次順位者が調査基準価

格を下回る入札者であった場合には、第７条から第９条までの規定を準用し、改めて調

査等を行うものとする。 

３ 前項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、入札執行者は、最低価格入札

者に対しては落札者としない旨を通知し、次順位者及びその他の入札者に対しては、次

順位者が落札者となった旨の通知をするものとする。 

４ 前条の審議の結果、最低価格入札者を落札者としない場合で、次順位者が存在しない

ときは、再度競争入札を行うものとする。この場合において、低入札価格調査の対象と

なった者は、再度競争入札に参加させないものとする。 

（読み替え規定） 

第１２条 前条第２項ただし書の規定による調査等の結果、調査基準価格を下回る入札を

した次順位者を落札者としない場合には、第６条、第８条、第１０条及び第１１条の規

定は、「最低価格入札者」を「次順位者」と読み替えて適用するものとする。また、更

に落札者が決定しなかった場合には、順位を繰り下げて読み替えを繰り返して適用する

ものとする。 

（報告等） 

第１３条 入札執行者は、低入札価格調査を行ったときは、落札者の決定後、速やかに当

該入札に係る調書を作成し、市長に報告するものとする。 

（補則） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

（阿賀野市制限付一般競争入札実施要綱の一部改正） 



２ 阿賀野市制限付一般競争入札実施要綱（平成１８年阿賀野市告示第７号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２４年告示第３２号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第６５号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第１５３号） 

この告示は、平成２５年８月１日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第１２号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第１９９号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則(平成28年告示第149号) 

この告示は、平成28年8月1日から施行する。 

 


